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地域課題をふまえた「人材確保」の取組みについて 

 

現在、本部会では、「人材確保」に関する問題を検討していますが、最初から支援者やさらに責

任の重い役員を増やしていくことは難しく、まずは活動を知ってもらい、参加してもらうことを

通じて徐々に支援者として活動していただくことが必要であることから、「人材確保に向けて『参

加者』を増やしていく」という方向で、グループワークなども含め協議を行ってきました。 

しかし、多様な主体の代表者が集まる中、どこで何をするための「人材確保」なのか、どこの何

に参加する「参加者」なのかについてイメージがしにくく、また、本部会が何の目的で協議してい

るかわからない、具体的に地域にどのような課題があるのかを報告してほしいというご意見もい

ただいたことから、前回（６月）の本部会では、第２層協議体と地域包括支援センターから地域課

題について報告いたしました。本部会の目的に照らし合わせ、報告内容を分類すると、資料２－２

「地域での支えあい活動における課題整理」のとおりです。なお、前回の協議を、参考資料２「川

西市のめざす地域像に向けたプロセス」に沿ってみていくと、「環境づくり」の「地域課題の共有」

の時点にあたると考えます。 

また、これまでの本部会では、「人材確保」について継続的に協議してきましたが、前回の本部

会での地域課題の報告と協議内容をふまえると、「人材確保」の具体的な対象は、「通いの場」「生

活支援」の活動者であり、さらに、本市においては、人材確保ができないことによる現在の活動の

継続や発展を危惧する意見が多く挙げられていました。 

そのため、本部会では、「地域でつながり支えあう」ことを目標に、「通いの場」や「生活支援」

活動の継続・発展に係る問題の解決に向け、第 1層協議体として取り組めることについて検討し、

結果として地域福祉活動の人材確保につながるよう協議を進めることが必要であると考えます。　 
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今のままでは、活動の 

継続・発展が困難・・

地域福祉活動の 

人材不足

「通いの場」や「生活支援」活動の継続・発展に係る問題の解決に 

向け、第１層協議体として取り組めることについて協議が必要
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何のために どのような対策が必要か 地域包括支援センターの地域課題 第２層協議体の地域課題

 

高齢者の社

会参加や生

きがい、介

護予防

サロンや居場所など身近

な「通いの場」運営をし

やすくする対策が必要

・介護予防・フレイル予防活動の啓

発と、身近な場所で開催する「通

いの場」の充実

・活動拠点の確保 

・活動を担う人材（居場所の運営）の確保・養成 

・存在を知ってもらうためにも、毎月定期的に開きたいが会場代が高額 

・コロナで学校からストップがかかっており、活動が開始できていない 

・サロン実施会場の見直し 

・Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備 

・地域内であっても坂のきついエリアは高齢者には通いづらい 

・現存する居場所機能の拡充とマッチング 

・サロン再開と至らなかった自治会への再開に向けたアプローチの継続

 

地域住民に

よる生活支

援

生活支援の活動者不足へ

の対策が必要

・軽度介護者に対する、介護保険 

サービス以外の介護予防・生活支

援サービスや、インフォーマルな

社会資源の充実 

・独居、認知症、精神疾患の方や、

複合的な問題を抱える人の孤立

を防ぐための見守り体制の充実 

・地域活動維持・継続のための支援

者側の担い手不足 

・依頼件数増加に伴い活動者の増加が必要 

・訪問型助けあい活動の活動者の確保・養成 

・継続的な啓発などによる福祉活動者の育成、モチベーションの維持 

・自治会などとの関係性の構築を通した人材の確保と育成 

・若い世代の担い手の確保 

・子ども食堂の実施を通した若い世代の地域福祉活動への参画 

・地域の居場所や相談窓口などと連動した助けあい活動となる働きかけ 

・地域や専門職への活動の周知 

・ＬＩＮＥを活用した広報の充実 

・どんな時でもつながれる仕組みづくり、住民同士でＬＩＮＥ等の学び

あいの場実施に向けた開催支援 

・住民同士が学びあう際に手引書となるような資料の作成・入手 

・地域の関係団体と助けあい活動について検討の場を設ける必要がある 

・小地域の見守り活動と専門職との連携の仕組みの構築 

・個人情報保護のため、民生委員が持っている情報は活用できず、見守 

り対象者の把握が居場所への参加を通したつながりに限られている

 移動手段の

確保

移動手段・移動支援の対

策が必要

・移動手段・移動支援の充実 ・移動手段について関係課との情報共有


